
東広島市立三永小学校いじめ防止基本方針 

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 

（平成 26 年５月策定） 

 

１ いじめの定義といじめに対する基本的な考え方 

（１）いじめの定義 

   「児童に対して、当該児童が在学する学校に在籍している等当該児童と一定の人的関係にある

他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通して行われるものを

含む。）であって、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているもの」と定義する。 

  ※「いじめ防止対策推進法第２条第 1項」より 

 

（２）いじめに対する基本的な考え方 

   いじめは、大人には見えにくく、発見することが難しいという特性があり、児童の発達によっ

ては、いじめを行っているという認識が持てない状況があることから、学校、家庭、地域（関係機

関を含む）の児童を取り巻くすべての大人が、いじめは、どの児童にも、どの学校にも、どの学級

にも起こりうるものという基本認識に立ち、すべての児童生徒を対象に、いじめに向かわせないた

めの未然防止、早期発見・対応に取り組む。 

 

２ 学校におけるいじめ防止等の対策のための組織 

（１）いじめ防止委員会 

      校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、養護教諭等で構成し、必要に応じて学級・学年担任（い

じめ問題該当学級・学年）を加えるほか、外部委員として、心のサポーターを置き、構成する。 

 

（２）生徒指導委員会（情報共有） 

    金曜日の暮会において、全教職員で配慮を要する児童について情報交換を行い、教職員間で共通

認識を図る。（月２回程度） 

 

３ いじめ未然防止のための取組  （別表２／「年間活動計画」） 

（１）学級・学年経営の充実 

    ・生徒指導の４つの視点（自己存在感の感受、共感的な人間関係の育成、自己決定の場の提

供、安心・安全な風土の醸成）を意識し、児童一人一人が成就感や充実感をもてる授業の実

践に努める。 

    ・学級活動を通じて、良好な人間関係を構築していく場面設定に努めていくとともに、友だち

同士のよさを見つける支持的風土を育んでいく。     

 

（２）道徳教育の充実 

   ・学校の教育活動全体を通じて行い、地域と連携した体験活動を通じた取組を進める。 

   ・東広島警察署生活安全課等の関係機関と連携して、児童のインターネットに関する使用状況

実態調査を行い、児童の情報モラルを育むとともに、保護者に対する啓発活動を実施する。 

 



（３）縦割り班活動の充実 

 ・清掃活動を通じて、互いに協力し（協調）、支え合うこと（共存）の大切さを経験する。 

 

（４）小中学校連携の充実 

     ・児童生徒の実態について共有を図り、必要に応じて、小中が横断的に未然防止に向けて取り

組む。 

 

４ いじめ早期発見のための取組  （別表２／「年間活動計画」） 

（１）保護者や地域（関係機関を含む） 

   ・ＰＴＡ活動や地域活動（三永まちづくり協議会、校区教育推進連絡協議会）を通じて、保護

者、地域との信頼関係を築き、円滑な連携を図るように努める。 

      ・保護者からの相談には、家庭訪問や面談により、迅速かつ誠実な対応により取り組む。必要に

応じて、心のサポーターや外部相談室（児童青少年センター教育相談、いじめ相談ダイヤル）

を紹介して、事実関係を明らかにして取り組む。 

 

（２）定期的なアンケート調査の実施 

   ・定期的に年間３回実施する。 

 

（３）個別面談の実施 

   ・定期的に年間３回実施するとともに、心のサポーターが訪問する校内の教育相談室の定期相

談を活用する。 

 

（４）連絡ノートの活用 

 ・日々の担任と保護者間の連絡ノートの記載事項で気になる箇所があった場合、速やかに事実関

係を明らかにして取り組む。 

 

（５）生徒指導委員会の定期的開催 

 ・毎週金曜日を定例開催とする。各学年部で児童の実態について情報交換を行い、指導の方針等

について相談する。 

 

５ いじめに対する早期対応及び重大事態への対処 

（別表１／「いじめ対応マニュアル」） 

  本校の「いじめ対応マニュアル」にしたがって、プロジェクトチームを立ち上げ取り組む。プロ

ジェクトチームは、いじめ防止委員会の構成員で構成する。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

いじめ防止委員会 

情報収集・分析 

事実確認 

緊急対応策の検討 

根本的対応策の検討 

緊急職員会議 

当該保護者対応 

加害児童への指導 

人間関係の修復 

指導後の状態把握及び
経過観察 

関係機関との連携 

・児童相談所 

・スクールカウンセラー等 

・ＰＴＡ 

・児童の家庭での状況について丁寧

に聞き取る。 

・事実確認で把握した状況につい

て、丁寧に説明する。 

・学校は「いじめを許さない」とい

う強い認識を伝える。 

・学校の指導方針を説明する。 

 
・謝罪の場をもつことにより、被害

児童、保護者の気持ち等を、加害

児童、保護者に伝えるとともに、

今後、よりよい人間関係が構築で

きるよう支援する。 

 

・校長、教頭、教務主任、生徒

指導主事、生徒指導部員、養

護教諭、該当児童の担任等で

編成  

・事実確認を基に、事実を確定す

る。 

・確定した事実に基づいて対応策

を検討する。 

・個人情報の取り扱いに注意す

る。 

【別表１／「いじめ対応マニュアル」】 

・積極的生徒指導を推進する。 

１ 早く正確な事実確認 

２ いじめを絶対許さない態度 

３ 指導の継続 

・状況及び対応方針を説明す
る。 

・教職員が情報を共有し共通認

識をもつ。 

・役割分担を明確にし、学校全

体で組織的に対応する。 

いじめにあたるか否かの判断は、表

面的・形式的に行うことなく、いじ

められた児童の立場に立って行う。 

いじめの発生 

《早期発見》 

校長 
（教頭） 

 
（教頭） 

報告 

いじめ対応マニュアル 

・当該児童に関わる全ての児童、教

職員から情報収集する。 
・具体的な事実をできるだけくわし

く、時系列で整理する。 
・具体的事実と周辺情報を区別す

る。 

・個別に行う。 

・記録に残す。 

・自書させる。 

・児童の力関係等の影響に配慮す

る。 

 

・加害児童に対して、行った行為

を振り返らせ、いじめの問題点

を理解させる。 

・被害を受けた児童の気持ちを理

解させる。 

・加害児童が自己存在感をもつこ

とができる指導を実施する。 

学級・全校児童への指導 

教育委員会へ報告 

教育委員会へ報告 

・「いじめの小さなサイン」を見

逃さない。    

・児童、保護者からの訴え 

・教職員、保健室からの情報 

・生活アンケートからの把握 



【別表２／年間活動計画】 

               取  組 学校行事・学級活動等 

４

月 

○「危機管理マニュアル（いじめ対応）」による教職

員間の共通認識 

○「いじめ防止基本方針」についての検討 

○心のサポーターとの連携（いじめ防止委員会） 

○児童に関する情報交換（生徒指導委員会） 

○「いじめ相談窓口」等の周知及び定期相談の実施 

・学級、学年、チーム開き（ル

ール作り） 

・PTA 総会 

・1 年生を迎える会 

・お迎え遠足 

 

５

月 

○「いじめ防止基本方針」の作成及び決定 

○定期相談の実施 

○心のサポーターとの連携（いじめ防止委員会） 

○児童に関する情報交換（生徒指導委員会） 

・運動会 

６

月 

○いじめアンケート、個別面談の実施（１回目） 

○定期相談の実施 

○心のサポーターとの連携（いじめ防止委員会） 

○児童に関する情報交換（生徒指導委員会） 

・修学旅行（６年） 

 

７

月 

○定期相談の実施 

○心のサポーター（いじめ防止委員会）、 

スクールガードリーダーとの連携 

○児童に関する情報交換（生徒指導委員会） 

○個人懇談会等の家庭連携 

 

８

月 

○生徒指導に関する研修 ・全校登校日 

９

月 

○定期相談の実施 

○心のサポーターとの連携（いじめ防止委員会） 

○児童に関する情報交換（生徒指導委員会） 

・教育講演会 

10 

月 

○定期相談の実施 

○心のサポーターとの連携（いじめ防止委員会） 

○いじめアンケート、個別面談の実施（２回目） 

○児童に関する情報交換（生徒指導委員会） 

○個人懇談会等の家庭連携 

・野外活動（5年） 

 

11 

月 

○道徳参観日「生命尊重」に関する学習 

○定期相談の実施 

○心のサポーターとの連携（いじめ防止委員会） 

○児童に関する情報交換（生徒指導委員会） 

・学習発表会 

・地域連携行事（ミナガリアン） 

12

月 

○定期相談の実施 

○心のサポーターとの連携（いじめ防止委員会） 

○児童に関する情報交換（生徒指導委員会） 

・校内持久走大会 

１ 

月 

○定期相談の実施 

○心のサポーターとの連携（いじめ防止委員会） 

○いじめアンケート、個別面談の実施（３回目） 

○児童に関する情報交換（生徒指導委員会） 

・とんど 

 

２

月 

○定期相談の実施 

○心のサポーターとの連携（いじめ防止委員会） 

○児童に関する情報交換（生徒指導委員会） 

○学級懇談等の家庭連携等 

・クラブ見学 

３

月 

○定期相談の実施 

○心のサポーターとの連携（いじめ防止委員会） 

○児童に関する情報交換（生徒指導委員会） 

・６年生を送る会 

・卒業式 

 


